
訪問型サービス

■訪問サービスA（委託）

○　訪問介護サービスに定められている生活援助

サービス内容

○　サービス提供の時間　⇒　60分

○　自立支援を基本とし、利用者の能力を奪わないこと、できることはしてもらう

対象者 ○　要支援認定者及び事業該当者

サービス提供の考え方 ○　現行相当サービス対象者以外で、住民主体によるサービスが必要なケース

事業の実施方法 ○　事業委託

人員基準 ・従事者　必要数

シルバー人材センター（家事おたすけ隊）により実施

設備基準 ・事業の運営に必要な広さを有する区画

・必要な設備・備品

運営基準 ・従事者の清潔の保持・健康状態の管理 ・事故発生時の対応

・秘密保持

サービス提供者 ○　従事者

ケアマネジメント ○　簡略化したケアマネジメントのプロセスにて実施　（ケアマネジメントB）

個別サービス計画 ○　不要

計画期間 ○　介護予防訪問介護に準じる

単価 1,200円／回 委託により実施

事業該当者・要支援1の方 週2回まで

要支援2の方

利用料 ○　1回　100円

給付管理 ○　該当なし

事業者への支払 ○　委託先へ直接支払い


